
新旧対照表（千葉市都市公園条例の一部改正）                   第２条関係 

改  正  前 改  正  後 

目次 略 

 

第１条～第６条 （略） 

 

（指定管理者による管理）  

第７条  別表第３に掲げる有料公園施設の

管理は、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第３項に規定す

る指定管理者（以下「指定管理者」とい

う。）に行わせる。  

 

 

 

 

 （業務の範囲）  

第８条  指定管理者が行う業務の範囲は、

次のとおりとする。  

（１）（略）  

（２）有料公園施設の維持管理に関する業  

務  

 

 

 

 

（３）（略）  

 

第９条～第３１条  （略）  

                                     

（指定管理者の指定の手続き等）  

第３２条  （略）  

２～４  （略）  

５  前各項の規定にかかわらず、市長は、

稲毛海浜公園の花の美術館、稲毛記念館、

海星庵、野外音楽堂及び稲毛民間航空記

念館並びに都市緑化植物園のみどりの相

談所については、当該有料公園施設（都

市緑化植物園のみどりの相談所にあって

は、当該施設の管理上必要な区域として

市長が指定する区域を含む。）の管理を

適切かつ確実に行うことができると認め

る法人等を、その申請により、議会の議

決を経て、指定管理者として指定するも

のとする。  

６・７  （略）  

 

 

目次 略 

 

第１条～第６条 （略） 

 

（指定管理者による管理）  

第 ７ 条  別 表 第 ３ に 掲 げ る 有 料 公 園 施 設

（都市緑化植物園のみどりの相談所にあ

っては、当該施設の管理上必要な区域と

して市長が指定する区域を含む。 ）の管

理は、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第３項に規定する

指定管理者（以下「指定管理者」という。）

に行わせる。  

 

 （業務の範囲）  

第８条  指定管理者が行う業務の範囲は、

次のとおりとする。  

（１）（略）  

（２）有料公園施設 （都市緑化植物園のみ

どりの相談所にあっては、当該施設の

管理上必要な区域として市長が指定す

る区域を含む。第３２条第５項及び第

３３条において同じ。） の維持管理に

関する業務  

（３）（略）  

 

第９条～第３１条  （略）                                        

 

（指定管理者の指定の手続き等）  

第３２条  （略）  

２～４  （略）  

５  前各項の規定にかかわらず、市長は、

稲毛海浜公園の花の美術館、稲毛記念館、

海星庵、野外音楽堂及び稲毛民間航空記

念館、都市緑化植物園のみどりの相談所

並びに千葉市蘇我スポーツ公園の庭球場

については、当該有料公園施設の管理を

適切かつ確実に行うことができると認め

る法人等を、その申請により、議会の議

決を経て、指定管理者として指定するも

のとする。  

 

 

６・７  （略）  

 

 



 （管理の基準）  

第３３条  指定管理者は、法令、条例、条

例に基づく規則その他市長の定めるとこ

ろに従い、有料公園施設の管理を行わな

ければならない。  

 

第３４条～第３６条  （略）  

 

 

別表第１ （略）  

 

別表第２ 

公 園 の

名 称  

有 料 公

園 施 設  

供 用 日  供 用 時 間  

千 葉 公

園  

 

 

 

 

（略） （略） （略） 

水 泳 プ

ー ル  

６ 月 １ ５ 日 か

ら ９ 月 １ ５ 日

ま で の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午

後 ６ 時 ( ７ 月 １

５ 日 か ら ８ 月 ３

１ 日 ま で は 、 午

後 ８ 時 )ま で  

（略） （略） （略） 

幸 町 公

園  

水 泳 プ

ー ル  

６ 月 １ ５ 日 か

ら ９ 月 １ ５ 日

ま で の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午

後 ６ 時 ま で  

 

泉 自 然

公 園  
（略） （略） （略） 

み つ わ

台 第 ２

公 園  

（略） （略） （略） 

水 泳 プ

ー ル  

６ 月 １ ５ 日 か

ら ９ 月 １ ５ 日

ま で の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午

後 ６ 時 ま で  

 

古 市 場

公 園  

（略） （略） （略） 

水 泳 プ

ー ル  

６ 月 １ ５ 日 か

ら ９ 月 １ ５ 日

ま で の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午

後 ６ 時 ま で  

 

亥 鼻 公

園 ～ 千

葉 市 動

物 公 園  

（略） （略） （略） 

有 吉 公

園  

（略） （略） （略） 

水 泳 プ

ー ル  

６ 月 １ ５ 日 か

ら ９ 月 １ ５ 日

ま で の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午

後 ６ 時 ま で  

 

稲 毛 海

浜 公 園

～ 犢 橋

公 園  

（略） （略） （略） 

千 葉 市

蘇 我 ス

蘇 我 球

技 場  
（略） （略） 

（管理の基準）  

第３３条  指定管理者は、法令、条例、条

例に基づく規則その他市長の定めるとこ

ろに従い、有料公園施設の管理を行わな

ければならない。  

 

第３４条～第３６条  （略）  

 

 

別表第１ （略）  

 

別表第２ 

公 園 の

名 称  

有 料 公

園 施 設  

供 用 日  供 用 時 間  

千 葉 公

園  

 

 

 

 

（略） （略） （略） 

水 泳 プ

ー ル  

７ 月 １ ５ 日 か

ら ８ 月 ３ １ 日

ま で の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午

後 ８ 時 ま で  

（略） （略） （略） 

幸 町 公

園  

水 泳 プ

ー ル  

７ 月 １ ５ 日 か

ら ８ 月 ３ １ 日

ま で の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午

後 ６ 時 ま で  

 

泉 自 然

公 園  
（略） （略） （略） 

み つ わ

台 第 ２

公 園  

（略） （略） （略） 

水 泳 プ

ー ル  

７ 月 １ ５ 日 か

ら ８ 月 ３ １ 日

ま で の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午

後 ６ 時 ま で  

 

古 市 場

公 園  

（略） （略） （略） 

水 泳 プ

ー ル  

７ 月 １ ５ 日 か

ら ８ 月 ３ １ 日

ま で の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午

後 ６ 時 ま で  

 

亥 鼻 公

園 ～ 千

葉 市 動

物 公 園  

（略） （略） （略） 

有 吉 公

園  

（略） （略） （略） 

水 泳 プ

ー ル  

７ 月 １ ５ 日 か

ら ８ 月 ３ １ 日

ま で の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午

後 ６ 時 ま で  

 

稲 毛 海

浜 公 園

～ 犢 橋

公 園  

（略） （略） （略） 

千 葉 市

蘇 我 ス

蘇 我 球

技 場  
（略） （略） 



ポ ー ツ

公 園  

多 目 的

広 場  

年 末 年 始 以 外

の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午

後 ９ 時 ま で  

 

 

別表第３ 

公 園 の 名 称  指 定 管 理 者 に 管 理 を 行

わ せ る 有 料 公 園 施 設  

千 葉 公 園 ～ 犢 橋 公 園  （ 略 ）  

千 葉 市 蘇 我 ス ポ ー ツ 公 園  多 目 的 広 場  

 

 

別表第４～８ （略） 

 

別表第９ 

１ 野球場 

（１）千葉公園野球場利用料金 

ア 入場料の類を徴収しない場合 

区 分  午 前 ９

時 か ら

午 後 ５

時 ま で

（ ２ 時

間 に つ

き ）  

午 前 ９

時 か ら

午 後 １

時 ま で  

午 後 １

時 か ら

午 後 ５

時 ま で  

午 後 ５

時 か ら

午 後 ９

時 ま で  

時 間 外

（ １ 時

間 に つ

き ）  

一 般

野 球

チ ー

ム  

1, 25 0

円  

2, 51 0

円  

3, 15 0

円  

2, 51 0

円  

 78 0

円  

高 校

生 野

球 チ

ー ム  

 75 0

円  

1, 20 0

円  

1, 50 0

円  

1, 20 0

円  

 37 0

円  

小 ・

中 学

生 野

球 チ

ー ム  

 45 0

円  

900 円  1, 35 0

円  

   33 0

円  

プ ロ

野 球

チ ー

ム  

   12 ,5 30

円  

3, 13 0

円  

イ 入場料の類を徴収する場合 

区分 午前９時から

午後５時まで 

午後５時から

午後９時まで 

時間外（１時

間につき） 

一般野球チーム 25,170 円 12,530 円 3,140 円 

ポ ー ツ

公 園  

多 目 的

広 場  

年 末 年 始 以 外

の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午

後 ９ 時 ま で  

庭 球 場  

 

別表第３ 

公 園 の 名 称  指 定 管 理 者 に 管 理 を 行

わ せ る 有 料 公 園 施 設  

千 葉 公 園 ～ 犢 橋 公 園  （ 略 ）  

千 葉 市 蘇 我 ス ポ ー ツ 公 園  多 目 的 広 場  

庭 球 場  

 

別表第４～８ （略） 

 

別表第９ 

１ 野球場 

（１）千葉公園野球場利用料金 

ア 入場料の類を徴収しない場合 

区 分  午 前 ９

時 か ら

午 後 ５

時 ま で

（ ２ 時

間 に つ

き ）  

午 前 ９

時 か ら

午 後 １

時 ま で  

午 後 １

時 か ら

午 後 ５

時 ま で  

午 後 ５

時 か ら

午 後 ９

時 ま で  

時 間 外

（ １ 時

間 に つ

き ）  

一 般

野 球

チ ー

ム  

1, 87 0

円  

3, 76 0

円  

4, 72 0

円  

3, 76 0

円  

1, 17 0  

円  

高 校

生 野

球 チ

ー ム  

1, 12 0  

円  

1, 80 0

円  

2, 25 0

円  

1, 80 0

円  

 55 0

円  

小 ・

中 学

生 野

球 チ

ー ム  

 67 0

円  

1, 35 0  

円  

2, 02 0

円  

  49 0

円  

プ ロ

野 球

チ ー

ム  

 

   18 ,7 90

円  

4, 69 0

円  

イ 入場料の類を徴収する場合 

区分 午前９時から

午後５時まで 

午後５時から

午後９時まで 

時間外（１時

間につき） 

一般野球チーム 37,750 円 18,790 円 4,710 円 



高校生野球チーム 11,000 円 5,500 円 1,370 円 

プロ野球チーム 78,750 円 39,360 円 9,840 円 

（２）千葉公園野球場以外の野球場利用料金 

区分 ２時間 午前９時から

午後１時まで 

午後１時から

午後５時まで 

一般野球チーム 930 円 1,870 円 1,870 円 

高校生野球チーム 450 円 900 円 900 円 

小・中学生野球チーム 300 円 600 円 600 円 

（３）拡声装置利用料金 （略） 

（４）照明設備利用料金 （略） 

備考 （略） 

 

 

２ 球技場 

（１）稲毛海浜公園球技場利用料金 

区分 ２ 時 間 以

内 

２時 間を

超え た場

合１ 時間

につき 

アマチュアスポ

ーツに使用する

とき 

一般 4,200 円 2,100 円 

高校生 2,100 円 1,050 円 

小・中学生 1,500 円 750 円 

アマチュアスポーツ以外に使用するとき 14,600 円 7,300 円 

（２）稲毛海浜公園球技場以外の球技場利用料金 

区分 ２時間につき 

一般 830 円 

高校生 400 円 

小・中学生 300 円 

（３）附属施設利用料金 （略） 

 

 

３ 庭球場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生野球チーム 16,500 円 8,250 円 2,050 円 

プロ野球チーム 118,120 円 59,040 円 14,760 円 

（２）千葉公園野球場以外の野球場利用料金 

区分 ２時間 午前９時から

午後１時まで 

午後１時から

午後５時まで 

一般野球チーム 1,390 円 2,800 円 2,800 円 

高校生野球チーム 670 円 1,350 円 1,350 円 

小・中学生野球チーム 450 円 900 円 900 円 

（３）拡声装置利用料金 （略） 

（４）照明設備利用料金 （略） 

備考 （略） 

 

 

２ 球技場 

（１）稲毛海浜公園球技場利用料金 

区分 ２ 時 間 以

内 

２時 間を

超え た場

合１ 時間

につき 

アマチュアスポ

ーツに使用する

とき 

一般 6,300 円 3,150 円 

高校生 3,150 円 1,570 円 

小・中学生 2,250 円 1,120 円 

アマチュアスポーツ以外に使用するとき 21,900 円 10,950 円 

（２）稲毛海浜公園球技場以外の球技場利用料金 

区分 ２時間につき 

一般 1,240 円 

高校生 600 円 

小・中学生 450 円 

（３）附属施設利用料金 （略） 

 

 

３ 庭球場 

（１）千葉市蘇我スポーツ公園庭球場利用料金 

ア 庭球場利用料金 

区分 １面２時間につき 

アマチュアが使用する

とき 

アマチュア以外が使用

するとき 

一般 1,300 円 2,600 円 

小・中・高校生 1,000 円 

イ 附属施設利用料金 

区分 金額 

照明設備 １面、１時間につき 250 円 

会議室 １時間につき    500 円 

コインシャワー ３分間につき    100 円 

 

 

 



 

 

（１）庭球場利用料金 

区分 １面、２時間につき 

クレー オールウェザー 

一般 300 円 410 円 

小・中・高校生 200 円 300 円 

（２）照明設備利用料金 （略） 

 

４ 水泳プール 

（１）専用使用利用料金 

ア 入場料の類を徴収しない場合 

区分 午前 午後 １日 時間外（１

時間 につ

き） 

競泳用プール 5,030 円 10,070 円 15,110 円 1,670 円 

子供及び徒渉

プール 

2,100 円 4,300 円 6,500 円 720 円 

イ 入場料の類を徴収する場合 

区分 １日 時間外（１時間につき） 

競泳用プール 75,600 円 8,400 円 

子供及び徒渉プール 33,000 円 3,660 円 

（２）個人使用利用料金 

区分 ２時間以内 ２時間を超え

た場合１時間

につき 

摘要 

一般 150 円 75 円 ５０人以上の団

体については２

割引とする。 

中・高校生 70 円 35 円 

小学生以下 50 円 25 円 

（３）附属施設利用料金 （略） 

 

 

５ 体育館 

（１）千葉公園体育館利用料金 

ア 全館使用利用料金 

区分 入場料の類を徴収しない場合 入場料の類を

徴収する場合 アマチュアスポ

ーツに使用する

とき 

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

するとき 

午前９時から

午後１時まで 

4,400 円 26,450 円  110,250 円 

午後１時から

午後５時まで 

6,600 円 33,060 円 154,350 円 

午後５時から

午後９時まで 

11,010 円 59,530 円 264,600 円 

午前９時から

午後９時まで 

17,630 円 105,830 円 441,000 円 

（２）千葉市蘇我スポーツ公園庭球場以外の庭球場

利用料金 

ア 庭球場利用料金 

区分 １面、２時間につき 

クレー オールウェザー 

一般 450 円 610 円 

小・中・高校生 300 円 450 円 

イ 照明設備利用料金 （略） 

 

４ 水泳プール 

（１）専用使用利用料金 

ア 入場料の類を徴収しない場合 

区分 午前 午後 １日 時間外（１

時間 につ

き） 

競泳用プール 7,540 円 15,100 円 22,660 円 2,500 円 

子供及び徒渉

プール 

3,150 円 6,450 円 9,750 円 1,080 円 

イ 入場料の類を徴収する場合 

区分 １日 時間外（１時間につき） 

競泳用プール 113,400 円 12,600 円 

子供及び徒渉プール 49,500 円 5,490 円 

（２）個人使用利用料金 

区分 ２時間以内 ２時間を超え

た場合１時間

につき 

摘要 

一般 220 円 110 円 ５０人以上の団

体については２

割引とする。 

中・高校生 100 円 50 円 

小学生以下 70 円 35 円 

（３）附属施設利用料金 （略） 

 

 

５ 体育館 

（１）千葉公園体育館利用料金 

ア 全館使用利用料金 

区分 入場料の類を徴収しない場合 入場料の類を

徴収する場合 アマチュアスポ

ーツに使用する

とき 

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

するとき 

午前９時から

午後１時まで 

6,600 円 39,670 円 165,370 円 

午後１時から

午後５時まで 

9,900 円 49,590 円 231,520 円 

午後５時から

午後９時まで 

16,510 円 89,290 円 396,900 円 

午前９時から

午後９時まで 

26,440 円 158,740 円 661,500 円 



時間外（１時

間につき） 

2,750 円 14,880 円 66,150 円 

イ 半館使用利用料金 

区分 アマチュアスポ

ーツに使用する

とき 

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

するとき 

午前９時から午後１時まで 2,200 円 13,220 円 

午後１時から午後５時まで 3,300 円 16,530 円 

午後５時から午後９時まで 5,500 円 29,760 円 

午前９時から午後９時まで 8,810 円 52,910 円 

時間外（１時間につき） 1,370 円 7,440 円 

ウ 個人使用利用料金 

区分 昼間 夜間 

２ 時 間 以

内 

２ 時 間 を

超 え た 場

合 １ 時 間

につき 

２ 時 間 以

内 

２ 時 間 を

超 え た 場

合 １ 時 間

につき 

一般 150 円 75 円 300 円 150 円 

中・高校生 70 円 35 円 150 円  75 円 

小学生以下 50 円 25 円 ― ― 

エ 会議室利用料金（１時間につき） （略） 

オ 附属施設利用料金（１時間につき） （略） 

備考 （略） 

（２）花島公園体育館利用料金 

ア 専用使用利用料金 

区分 全館 半館 

午前９時から午後１時まで 2,930 円 1,460 円 

午後１時から午後５時まで 2,930 円 1,460 円 

午後５時から午後９時まで 5,870 円 2,930 円 

時間外（１時間につき） 1,460 円 730 円 

イ 個人使用利用料金 

区分 ２時間以内 ２時間を超えた場合１時

間につき 

一般 150 円 75 円 

中・高校生 70 円 35 円 

小学生以下 50 円 25 円 

ウ 附属施設利用料金（１時間につき） （略） 

 

６ 亥鼻公園集会所 （略） 

７ キャンプ場 （略） 

 

８ 稲毛屋内運動場 

（１）運動場利用料金 

区分 １時間につき 

アマチュアスポ

ーツに使用する

とき 

一般 4,070 円 

高校生及び大学生 2,000 円 

小学生及び中学生 1,300 円 

時間外（１時

間につき） 

4,120 円 22,320 円 99,220 円 

イ 半館使用利用料金 

区分 アマチュアスポ

ーツに使用する

とき 

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

するとき 

午前９時から午後１時まで 3,300 円 19,830 円 

午後１時から午後５時まで 4,950 円 24,790 円 

午後５時から午後９時まで 8,250 円 44,640 円 

午前９時から午後９時まで 13,210 円 79,360 円 

時間外（１時間につき） 2,050 円 11,160 円 

ウ 個人使用利用料金 

区分 昼間 夜間 

２ 時 間 以

内 

２ 時 間 を

超 え た 場

合 １ 時 間

につき 

２ 時 間 以

内 

２ 時 間 を

超 え た 場

合 １ 時 間

につき 

一般 220 円 110 円 450 円 225 円 

中・高校生 100 円 50 円 220 円 110 円 

小学生以下 70 円 35 円 ― ― 

エ 会議室利用料金（１時間につき） （略） 

オ 附属施設利用料金（１時間につき） （略） 

備考 （略） 

（２）花島公園体育館利用料金 

ア 専用使用利用料金 

区分 全館 半館 

午前９時から午後１時まで 4,390 円 2,190 円 

午後１時から午後５時まで 4,390 円 2,190 円 

午後５時から午後９時まで 8,800 円 4,390 円 

時間外（１時間につき） 2,190 円 1,090 円 

イ 個人使用利用料金 

区分 ２時間以内 ２時間を超えた場合１時

間につき 

一般 220 円 110 円 

中・高校生 100 円 50 円 

小学生以下 70 円 35 円 

ウ 附属施設利用料金（１時間につき） （略） 

 

６ 亥鼻公園集会所 （略） 

７ キャンプ場  （略） 

 

８ 稲毛屋内運動場 

（１）運動場利用料金 

区分 １時間につき 

アマチュアスポ

ーツに使用する

とき 

一般 6,100 円 

高校生及び大学生 3,000 円 

小学生及び中学生 1,950 円 



アマチュアスポーツ以外に使用するとき 17,330 円 

備考 ゲートボールに使用する場合は、１面１時間につき 810 円とする。 

（２）附属施設利用料金 （略） 

 

９ 花の美術館  

（１）入館利用料金 

区分 金額 摘要 

大人（高校生以上） 200 円 ３０人以上の団体につい

ては２割引とする。 小学生及び中学生 100 円 

（２）花工房利用料金 

区分 金額 

午前９時半から正午まで 900 円 

午後１時から午後４時半まで 1,200 円 

午前９時半から午後４時半まで 2,100 円 

時間外（１時間につき） 360 円 

 

１０ 稲毛記念館～１４ みどりの相談所（略） 

 

１５ トレーニング室 

（１）専用使用利用料金 

午前９時から

午後１時まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時から

午後９時まで 

時間外（１時

間につき） 

1,460 円 1,460 円 2,930 円 730 円 

（２）個人使用利用料金 

区分 ２時間以内 ２時間を超えた場合１時間につき 

一般 150 円 75 円 

中・高校生 70 円 35 円 

 

１６ 弓道場 

（１）専用使用利用料金 

区分 ２時間以内 午前９時か

ら午後１時

まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

時間外（１

時 間 に つ

き） 

一般 830 円 1,670 円 2,100 円 520 円 

高校生 400 円 800 円 1,000 円 250 円 

中学生 300 円 600 円 700 円 170 円 

（２）個人使用利用料金 

区分 ２時間以内 ２時間を超えた場合１時間につき 

一般 150 円 75 円 

高校生 70 円 35 円 

中学生 50 円 25 円 

 

１７ 多目的広場 （略） 

 

以下 （略） 

 

 

アマチュアスポーツ以外に使用するとき 25,990 円 

備考 ゲートボールに使用する場合は、１面１時間につき 1,210 円とする。 

（２）附属施設利用料金 （略） 

 

９ 花の美術館  

（１）入館利用料金 

区分 金額 摘要 

大人（高校生以上） 300 円 ３０人以上の団体につい

ては２割引とする。 小学生及び中学生 150 円 

（２）花工房利用料金 

区分 金額 

午前９時半から正午まで 1,350 円 

午後１時から午後４時半まで 1,800 円 

午前９時半から午後４時半まで 3,150 円 

時間外（１時間につき） 540 円 

 

１０ 稲毛記念館～１４ みどりの相談所（略） 

 

１５ トレーニング室 

（１）専用使用利用料金 

午前９時から

午後１時まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時から

午後９時まで 

時間外（１時

間につき） 

2,190 円 2,190 円 4,390 円 1,090 円 

（２）個人使用利用料金 

区分 ２時間以内 ２時間を超えた場合１時間につき 

一般 220 円 110 円 

中・高校生 100 円 50 円 

 

１６ 弓道場 

（１）専用使用利用料金 

区分 ２時間以内 午前９時か

ら午後１時

まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

時間外（１

時 間 に つ

き） 

一般 1,240 円 2,500 円 3,150 円 780 円 

高校生 600 円 1,200 円 1,500 円 370 円 

中学生 450 円 900 円 1,050 円 250 円 

（２）個人使用利用料金 

区分 ２時間以内 ２時間を超えた場合１時間につき 

一般 220 円 110 円 

高校生 100 円 50 円 

中学生 70 円 35 円 

 

１７ 多目的広場 （略） 

 

以下 （略） 

 

 



 

 

 

 

 

 

附 則 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

ただし、第１条及び次項の規定は、公布の日から

施行する。 

２ 第２条の規定による改正後の千葉市都市公園条

例（以下「新条例」という。）別表第３に規定する

千葉市蘇我スポーツ公園の庭球場に係る新条例第

３２条第５項の規定による指定管理者の指定の手

続は、この条例の施行の日（次項において「施行

日」という。）前においても行うことができる。 

３ 新条例別表第９の規定は、施行日以後の使用に

係る利用料金について適用し、施行日前の使用に

係る利用料金については、なお従前の例による。 

 

 

 

 


